
医療整備課

医務担当

3539

番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

A26
異状死死因究明事業費 衛生費 医薬費 医務費 行政解剖推進事業費

死体解剖保存法、死因究明等推進基本法 宣言項目   3

分野施策 020307 地域医療体制の充実 3-8

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
国庫支出金

決定額 436 218 218 0

前年額 436 218 218

令和 3年度予算見積調書
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

事 業
期 間

平成19年度～ 根 拠
法 令

SDGsｺﾞｰﾙ

SDGsﾀｰｹﾞｯﾄ

（１）死因究明等推進協議会  
　埼玉県と関係団体で構成する死因究明等推進協議会を
開催し、埼玉県内の異状死に係る施策の検討と検査や解
剖等の体制整備に努める。　　　　　　　　　190千円

（２）解剖委託料　　
　突然死等、事件性は薄いが、死因が明らかでない異状
死体の解剖を行い、正確な死因を究明することにより、
県民の安心・安全な生活の確保を図る。　　  246千円

（１）事業内容
　 　ア　死因究明等推進協議会　　190千円
　　　　   埼玉県と関係団体で構成する死因究明等推進協議会を開催し、埼玉県内の異状死に係る施策の検討と検査や
　　　　 解剖等の体制整備に努める。
 　　イ　異状死死体解剖委託料　　246千円　
　　　　　 突然死等の事件性は薄いものの死因が明らかでない異状死の解剖の実施を埼玉医科大学、日本大学及び帝京
         大学病院に委託する。

（２）事業計画
　　ア  協議会を年1回開催する。
　　　　・委員報償費等 152千円
　　　　・開催費用　　　22千円　
　　　　・事務局事務費　16千円
    イ　年間を通じ、解剖が必要となった場合において、随時解剖を実施する。
　　　　・解剖　123千円×2体＝246千円

（３）事業効果
　　　協議会の開催　　　平成29年度　0回、平成30年度　1回、令和元年度　0回
　　　承諾解剖実施件数　平成29年度　0件、平成30年度　0件、令和元年度　0件
　　　（１）（国1/2・県1/2）

（２）（国1/2・県1/2）

　9,500千円×0.2人＝1,900千円

前年との
対比

― 保健医療部 A26 ―
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